
 
 こ保給第 1047 号 

令和５年 10 月 17 日 

 

私学助成幼稚園 設置者各位 

 

横浜市こども青少年局保育・教育運営課長 

保育・教育給付課長 

 

令和５年度横浜市私学助成幼稚園に係る食材費高騰対策補助金（10～３月分）の 

申請書類の提出について（依頼） 

 

時下ますます御清祥のこととお慶び申し上げます。 

日頃より、本市の教育・保育行政に御協力くださり、誠にありがとうございます。 

私学助成幼稚園に係る食材費高騰対策補助金の申請について、関係書類を送付いたしますの

で、別紙１「対象児童名簿の確認要領」をお読みいただき、ご確認の上、「交付申請書類一式」を

提出期限までに御提出いただきますようお願いいたします。 

 

 １ 補助金の趣旨・目的 

物価高騰に直面する幼稚園が、安定した教育・保育の提供を維持することを目的としていま  

す。保護者負担軽減の観点から、保護者から徴収する給食費等の値上げは、可能な限りお控え  

いただきますようお願いします。 

 

２ 送付書類 

・令和５年度横浜市私学助成幼稚園に係る食材費高騰対策補助金の申請書類の提出について

（本通知） 

・確認要領（別紙１） 

・横浜市私学助成幼稚園に係る食材費高騰対策補助金交付申請書類一式 

・私学助成幼稚園に係る食材費高騰対策補助金対象児童名簿修正連絡票（エクセルファイル） 

・【記入例】私学助成幼稚園に係る食材費高騰対策補助金対象児童名簿修正連絡票 

 

３ 提出書類及び提出先  

※原則、メールでの回答をお願いいたします。 

（1）E-mail 

【提出書類】 

・横浜市私学助成幼稚園に係る食材費高騰対策補助金交付申請書類一式（PDF ファイル） 

 （内訳） 

・私学助成幼稚園に係る食材費高騰対策補助金交付申請書兼実績報告書【第１号様式】 

・私学助成幼稚園に係る食材費高騰対策補助金対象児童名簿【第１号様式の２】 

※記載内容をご確認いただき、児童数（横浜市在住）等に変更があった場合は、至急、修正連

絡票をご提出下さい。 

 

【提出先メールアドレス】 

施設等利用費メールアドレス＜kd-riyoukyufu@city.yokohama.jp＞ 

 

（2）郵送 

 メールアドレスがない場合は下記住所に上記提出書類を郵送してください。 

【郵送先】 

〒231-0015 横浜市中区尾上町１－８  関内新井ビル９階 

横浜市こども青少年局保育・教育給付課  幼児教育給付（物価）担当宛 

 

４ 提出期限 

令和５年 10 月 27 日（金）※請求書（第４号様式）については、別途御連絡いたします。 
 
 



 
５ 申請後の流れ 

令和５年10月27日 【園】申請書提出期限 

令和５年11月中旬 【市】交付決定兼額確定通知送付、請求書提出依頼 

令和５年11月中旬 【園】請求書提出期限 

令和５年12月中旬 【市】支払い 

※上記スケジュールはおおまかなものです。申請書受理後、審査が完了した園から、

速やかに補助金を交付できるように手続きを進めていきます。 

 

＜担当＞  

手続きについて：保育・教育給付課 671-0225 

制度趣旨について：保育・教育運営課 671-2085 

E-mail：kd-riyoukyufu@city.yokohama.jp 

mailto:kd-riyoukyufu@city.yokohama.jp

